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令和５・６・７年度 

石巻地方広域水道企業団競争入札参加登録申請要領 

（ 測量・建設コンサルタント等業務 ） 
 

 

１ 競争入札参加登録申請者の資格 

 (1) 令和４年１１月１日現在（以下「基準日」という。）において，本社の営業が直近１年以

上営んでいること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の１１第

１項において準用する場合を含む。）に規定する者でないこと。 

 (3) 石巻地方広域水道企業団と契約する営業所については，本店（本社）を含めてどこか１つ

の営業所での登録となる（複数の営業所の登録不可）ことから，登録を希望する営業所は，

登録希望業種に応じて国土交通大臣又は各都道府県知事の登録を受けていること。 

 (4) 基準日直近１年において，所得税，法人税，消費税及び地方消費税，事業税及び市町村税

を滞納していない者であること。 

 (5) 業務等に関し，石巻地方広域水道企業団と紛争又は争訟中でない者であること。 

 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員がその役員となっている法人その他暴力団員が経営に関与しており，適

正な競争を妨げるおそれがあると認められる者でないこと。 

 

２ 申請書受付期間 

   令和４年１１月１日から令和４年１２月１５日まで（ただし，土曜日・日曜日を除く） 

   ※ １２月１５日（木）必着 

 

３ 申請方法 

   郵送又は信書便取扱いのものとします（到着日時が確実に確認できる方法に限ります）。 

 

【送付先】 

 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新上沼１１６番地 

 石巻地方広域水道企業団総務課管財係 

 

「競争入札参加資格申請書類（測量・建設コンサルタント等業務）在中」 

 

 (1) 封筒（Ａ４判のファイルが入るもの）に「競争入札参加資格申請書類（測量・建設コンサ

ルタント等業務）在中」と朱書きしてください。 

 (2) 持参による受付はいたしません。 

 (3) 申請書受理票の発行など，到着確認に係る申請者への報告は，当企業団からは一切いたし

ません（受理票等を同封していただいても返送いたしませんのでご了承ください）。申請書

が配達されたかを確認する場合は，申請書の送付依頼先（郵便局・宅配業者）にお問い合わ

せください。 
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４ 申請書の提出部数 

   １部 

 

５ 競争入札参加資格承認書の交付 

   資格審査の結果，適格と認めた場合は競争入札参加資格承認簿に登録し，競争入札参加資

格承認書を交付します。 

 

６ 資格の有効期間 

   令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

７ 提出書類 

 (1) 詳細は，３ページ及び４ページに記載してあります。 

 (2) 謄本及び証明書類（写しを含む）については，すべて基準日から３か月以内に発行された

ものに限ります。 

 (3) 提出書類はフラットファイル（色はピンク）に綴り込んでください。書類の綴り方は提出

書類チェック表に記載してあります。また，フラットファイルはエコロジー商品のものを使

用してください。 

 (4) 「様式第１号①」及び「企業団使用（記入不要）」はエクセル形式のまま下記アドレスへ

送信してください。なお，エクセルのファイル名は「【測量・建設コンサル】○○_△△.xlsx」

（○○の部分を承認番号（新規の場合は「新規」とする）に，△△を会社名（半角カタカナ 

※㈱㈲等は除く）に変える。）とし，送信してください。また，「様式第１号①」及び「企業

団使用（記入不要）」以外のシート（様式等）は送信しないでください。 

送信先アドレス：『nyusatu@ishikousui.or.jp』 

    ファイル名例：【測量・建設コンサル】123_ｽｲﾄﾞｳｷｷﾞｮｳﾀﾞﾝ.xlsx 

    ファイル名例：【測量・建設コンサル】新規_ｽｲﾄﾞｳｷｷﾞｮｳﾀﾞﾝ.xlsx 

 

８ 注意事項 

   この申請は，競争入札に参加する資格を得るためのものであり，競争入札参加資格承認書

を交付されても，指名競争入札等において必ず指名されるわけではありませんので，ご了解

ください。 

 

９ その他 

   不明な点がございましたら，下記にお問い合わせください。 

    石巻地方広域水道企業団総務課管財係 ０２２５－９５－６７１３（内線２２５） 
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○提出書類一覧（「７提出書類」関係） 

番号 提 出 書 類 説  明  等 

※ 書類の作成にあたっては，この提出書類一覧のほか，申請様式（エクセル）の各種様式記入方法説明を確

認してください。 

※ 各種様式は前回申請の様式から変更になっていますので，ご注意ください。 

1 
一般競争（指名競争）参加資格

審査申請書 
企業団【様式第１号①，②，③】 

2 使用印鑑届兼委任状 

企業団【共通様式第１号】 

契約行為及び請求書等に使用する印鑑を押印してください。 

また，契約行為等を本社以外の営業所・支店等に委任して申請す

る場合も提出してください。 

3 

法
人 

登記事項証明書（商業登記

簿謄本等）又はこれの写し 
法務局発行のもの 

個
人 

身分（身元）証明書又はこ

れの写し 
申請者の本籍地の市区町村発行のものに限ります。 

4 

法
人 

印鑑証明書又はこれの写し

（実印） 
法務局発行のもの 

個
人 

印鑑登録証明書又はこれの

写し（実印） 
市区町村発行のもの 

5 

法 
 

人 

納税証明書又はこれの写し 

 

(1)国税 

(2)都道府県税 

（法人事業税） 

(3)市区町村税 

 

※基準日直近１年分 

(1)については，法人税，消費税及び地方消費税について未納が

ないことを確認できる税務署長発行の証明書（様式その３の３） 

(2)については，納期限が到来した都道府県税について未納がな

いことが確認できる都道府県税事務所長発行の証明書 

(3)については，法人市区町村民税及び固定資産税（該当ない場

合は不要）に係る市区町村長発行の証明書 

 

※ 支店・営業所等で登録する場合，登録する所在地の都道府県税

及び市区町村税の証明書が必要です。 

  例）本社が東京にあり，仙台支店で登録する場合 

国税‐東京都所轄税務署，県税‐宮城県，市税‐仙台市 

 

※ 未納がないことの証明書が発行できる場合は，当該証明書も可

とします。 

個 
 

人 

納税証明書，非課税証明書

又はこれの写し 

 

(1)国税 

(2)都道府県税 

（個人事業税） 

(3)市区町村税 

 

※基準日直近１年分 

(1)については，所得税，消費税及び地方消費税について未納が

ないことを確認できる税務署長発行の証明書（様式その３の２） 

(2)については，納期限が到来した都道府県税について未納がな

いことが確認できる都道府県税事務所長発行の証明書 

(3)については，市区町村税，固定資産税（該当ない場合は不要）

及び国民健康保険税に係る市区町村長発行の証明書 

 

※ 未納がないことの証明書が発行できる場合は，当該証明書も 

可とします。 

6 経営規模等総括表の写し 
宮城県建設関連業務入札参加資格申請における様式第２号 

宮城県に提出している場合には写しでも可とします。 
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番号 提 出 書 類 説  明  等 

7 

(1) 測量法に基づく登録通知

の写し又は登録証明書の写

し 

 

 

 

(2) 測量業者登録申請書（右記

参照）の写し 

(1) 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条の規定に基づく

測量業者の登録を受けていること。なお，本社以外の営業所・支

店等に委任して申請する場合は，当該営業所・支店等がその登録

を受けていること。 

 

(2) 以下の測量業者登録申請書類の写しを提出してください。 

 ア 測量業者登録申請書の第１面の写し 

 イ 測量業者登録申請書の「添付書類（ホ）（測量法第５５条の３

第４号） 使用人数・営業所ごとの測量士・測量士補の数」 

 ウ 測量業者登録申請書の「添付書類（ト）（測量法第５５条の３

第６号） 誓約書」 

8 

(1) 建築士法に基づく登録通

知の写し又は登録証明書の

写し 

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づ

く建築士事務所の登録を受けていること。なお，本社以外の営業

所・支店等に委任して申請する場合は，当該営業所・支店等がそ

の登録を受けていること。 

9 

(1) 建設コンサルタント登録

規程に基づく登録通知の写

し（追加登録通知の写しを含

む）又は登録証明書の写し 

 

(2) 現況報告書の写し 

(1) 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１

７号）の登録を受けていること。 

 

(2) 現況報告書の写しは，最新のもので，国土交通省の確認印が

あるものとします。 

10 

(1) 地質調査業者登録規程に

基づく登録通知の写し（追加

登録通知の写しを含む）又は

登録証明書の写し 

 

(2) 現況報告書の写し 

(1) 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）

の登録を受けていること。 

 

(2) 現況報告書の写しは，最新のもので，国土交通省の確認印が

あるものとします。 

11 

(1) 補償コンサルタント登録

規程に基づく登録通知の写

し（追加登録通知の写しを含

む）又は登録証明書の写し 

 

(2) 現況報告書の写し 

(1) 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３

４１号）の登録を受けていること。 

 

(2) 現況報告書の写しは，最新のもので，国土交通省の確認印が

あるものとします。 

12 測量等実績調書 
企業団【様式第２号】又は任意の様式も可 

直近２年間の実績を記入してください。 

13 技術者経歴書 企業団【様式第３号】又は任意の様式も可 

14 提出書類チェック表 【別紙１】 

15 
返信用封筒 

（承認書送付用） 

【封筒宛名】 

長３封筒に８４円切手貼付の上，住所及びあて名を記入してくだ

さい。 

 


